
�愛媛県告示第２８６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、弓削町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は弓削町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２８７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、弓削町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２８８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、弓削町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は弓削町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２８９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、弓削町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

弓削町土生２９５の２、２９７、３０３の２、５８０、５８２、
６４１、６４２、６５６の１及び６５６の２並びに鎌田１の地
先

１，５９６．０８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

土生 弓削町土生２９５の２、２９７、３０３の２、５８０
、５８２、６４１、６４２、６５６の１及び６５６の２
並びに鎌田１の地先公有水面埋立地

１，５９６．０８

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

弓削町鎌田１、２及び２の２の地先 ５，９２４．０４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

鎌田 弓削町鎌田１、２及び２の２の地先 ５，９２４．０４
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�愛媛県告示第２９０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、生名村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は生名村の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２９１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、生名村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は生名村の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２９２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、大三島町長から公有水面の埋立てにより新たに生

じた次の土地は大三島町の地域であることを確認した旨の届

出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２９３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、大三島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の

届出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生

じた次の土地は宇和島市の地域であることを確認した旨の届

出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第２９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の

届出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

生名村６２２の１、６２２の２、９６７の２、９６８の２、９６
９の１、９６９の２、９７０から９７２まで、９７４の１、９７５
から９７７まで、９８０、９８１、１２６８、１２６９及び１２７５の
地先

１，１１１．６５

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

生名村６２２の１、６２２の２、９６７の２、９６８の２、９６
９の１、９６９の２、９７０から９７２まで、９７４の１、９７５
から９７７まで、９８０、９８１、９８２の１、１２６８、１２６９及
び１２７５の地先

３，４３７．６７

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

大三島町大字明日２５７０及び２５７２の１から２５７２の５
まで並びに大字宮浦９０９７の地先 ６，３２６．２６

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宇和島市本九島１８５９の２、１８６０の１、１８６０の２、
１８６１、１８６３の３、１８６３の５、１８６３の７、１８６３の９
及び１８６３の１０の地先

２，１２８．３３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

本九島 宇和島市本九島１８５９の２、１８６０の１、１８
６０の２、１８６１、１８６３の３、１８６３の５、１８
６３の７、１８６３の９及び１８６３の１０の地先公
有水面埋立地

２，１２８．３３

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

村 上 医 院 医療法人村上医
院

越智郡吉海町大字本庄
２９８８番地１

平成１６年
１月１日

森田デンタルク
リニック 森 田 正 二 越智郡伯方町木浦甲１２

４３－１
平成１６年
１月１日

麻 生 田 医 院 麻生田 幸 雄 宇和島市中央町一丁目
３－１４

平成１５年
１２月１日

中村脳神経外科 中 村 貢 伊予市米湊７８６番１ 平成１６年
２月１日

三好整形外科医
院

医療法人瀬戸医
心会 北条市小川甲８２番地 平成１６年

１月１日

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字明日 大三島町大字明日２５７０及び２５７２の１から
２５７２の５まで並びに大字宮浦９０９７の地先
公有水面埋立地

４，７２９．１０

大字宮浦 大三島町大字宮浦９０９７及び大字明日２５７２
の３の地先公有水面埋立地 １，５９７．１６
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�愛媛県告示第２９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の指定訪問看護事業

等を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の指定訪問看護事業

等を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の主たる事務所の所

在地が次のように変更された。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

川東リハビリクリニック 矢野整形外科医院 矢 野 博 新居浜市郷二丁目６番２号 平成１５年１２月２５日

医療法人寿生会三好医院 医療法人寿生会みよし循環
器クリニック 医療法人寿生会 伊予三島市寒川町１１８１－１ 平成１５年１２月５日

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社団法人新居浜市医師会 新居浜市庄内町四丁目７番
５４号

（変更後）
訪問看護ステーション医師
会 新居浜市庄内町四丁目７番

５４号 平成１５年１２月１日
（変更前）
訪問看護ステーション医師
会中央

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会 松山市大手町二丁目６－２３ 済生会今治訪問看護ステー

ション

（変更後）
今治市北日吉町一丁目７番
４３号

平成１５年１２月１日
（変更前）
今治市喜田村七丁目１番６
号

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会

（変更後）
松山市山西町９９７番地１

済生会今治訪問看護ステー
ション

今治市北日吉町一丁目７番
４３号 平成１５年１２月２日

（変更前）
松山市大手町二丁目６－２３

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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�愛媛県告示第３０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

森田歯科医院 森 田 宏 越智郡伯方町木浦甲１２
４４－１

平成１６年
１月１日

麻 生 田 医 院 麻生田 幸 雄 宇和島市中央町二丁目
３－１

平成１５年
１２月１日

ウチマス薬局本
店 内 舛 富 男 宇和島市佐伯町一丁目

１番９号
平成１６年
１月１日

三好整形外科医
院 三 好 諄 北条市小川甲８２番地 平成１６年

１月１日
医療機関の名称

開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

村 上 医 院 村 上 典 吉 越智郡吉海町大字本庄
２９８８番地１

平成１６年
１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

森 田 正 二 越智郡伯方町木浦甲１２４３－
１ 森田デンタルクリニック 越智郡伯方町木浦甲１２４３－

１ 平成１６年１月１日

有限会社ルメールいわた 伊予郡砥部町宮内６３６番地 ケアサポートえがお 伊予郡砥部町宮内６３６番地 平成１６年１月２８日

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会 松山市山西町９９７番地１ 社会福祉法人恩賜財団済生

会今治第二病院
今治市北日吉町一丁目７番
４３号 平成１５年１２月１日

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号 株式会社悠遊社今治事業所 今治市片山二丁目９－１２ 平成１６年１月２２日

有限会社ライズ 宇和島市佐伯町一丁目１－
１３

ヘルパーステーションここ
ろ

宇和島市佐伯町一丁目１－
１３ 平成１５年１２月１日

株式会社ケアメイツ・ネッ
トワーク 松山市天山二丁目５番５号 アトムケアサポート伊予 伊予市下吾川１５１３－４ 平成１５年１２月４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号 株式会社悠遊社今治事業所 今治市片山二丁目９－１２ 平成１６年１月２２日

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会 松山市山西町９９７番地１ 在宅介護支援センターさい

せい
今治市喜田村七丁目１番６
号 平成１５年１２月１日

介護サービスあすなろ有限
会社

宇和島市本町追手二丁目１
番４１号

介護サービスあすなろ有限
会社

宇和島市本町追手二丁目１
番４１号 平成１５年１２月２４日

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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�愛媛県告示第３０７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３０８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字田滝乙２３２の３、乙１９９の２・乙２００

の１・乙２１６の１・乙２１７・乙２２３・乙２２４の１・乙２２５

・乙２２６・乙２２７の１・乙２２７の３（以上１０筆について次

の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人社団久和会 新居浜市喜光地町一丁目１３
番２９号

（変更後）
医療法人社団久和会立花病
院 新居浜市喜光地町一丁目１３

番２９号 平成１５年１２月１日
（変更前）
医療法人社団久和会立花外
科病院

社団法人新居浜市医師会 新居浜市庄内町四丁目７番
５４号

（変更後）
訪問看護ステーション医師
会 新居浜市庄内町四丁目７番

５４号 平成１５年１２月１日
（変更前）
訪問看護ステーション医師
会中央

介 護 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

医療法人社団久和会立花外
科病院

医療法人社団久和会立花病
院 医療法人社団久和会 新居浜市喜光地町一丁目１３

番２９号 平成１５年１２月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

森 田 宏 越智郡伯方町木浦甲１２４３－
１ 森田歯科医院 越智郡伯方町木浦甲１２４４－

１ 平成１６年１月１日

株式会社ケアメイツ・ネッ
トワーク 松山市天山二丁目５番５号 アトムケアサポート砥部 伊予郡砥部町高尾田７１８番

地 平成１５年１２月４日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１９
年２月
１９日

愛媛県
第１２５５
号

混合有
機質肥
料

粒状混
合有機
質肥料
１号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
５．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び丹原町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第３０９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、共同漁業等の免許の内容たるべき事項等を次のように定め

る。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、関係地区又は地元地区及び制限又は条件

� 共同漁業

ア 免許番号 宇共第５１号

� 免許の内容たるべき事項

ａ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 あ お さ 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 ひ じ き 漁 業 １月１日から４月３０日まで

〃 て ん ぐ さ 漁 業 ５月１日から１０月３１日まで

〃 わ か め 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 ふ の り 漁 業 〃

〃 い わ の り 漁 業 〃

〃 とさかのり漁業 １月１日から８月３１日まで

〃 さ ざ え 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 あ さ り 漁 業 〃

〃 か き 漁 業 〃

〃 あ わ び 漁 業 〃

〃 た こ 漁 業 〃

〃 な ま こ 漁 業 ６月１日から翌３月３１日まで

〃 う に 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 え む し 漁 業 〃

〃 し ゃ こ 漁 業 〃

〃 い せ え び 漁 業 ９月１日から翌５月３１日まで

第２種共同漁業 雑魚小型定置漁業 １月１日から１２月３１日まで

〃 雑 魚 建 網 漁 業 〃

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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ｂ 漁場の位置 東宇和郡明浜町地先

ｃ 漁場の区域

Ａから西宇和郡三崎町梶谷鼻見通し線と、Ｂから宇和島市遊子赤碕鼻見通し線との間の最大高潮時海岸線から６

００メートル以内の区域、東宇和郡明浜町三双婆の周辺最大高潮時海岸線から６００メートル以内の区域、及び、アイ

、イＣの２直線とＢＣ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 東宇和郡明浜町と西宇和郡三瓶町との最大高潮時海岸線における境界

Ｂ 東宇和郡明浜町旧高山村と同町旧豊海村との最大高潮時海岸線における境界

Ｃ 東宇和郡明浜町と北宇和郡吉田町との最大高潮時海岸線における境界（長持岩）

点 ア Ｂから宇和島市遊子赤碕鼻見通し６００メートルの点

イ Ｃから北宇和郡吉田町小松鼻見通し線と東宇和郡明浜町大字渡江根崎鼻から北宇和郡吉田町白浦ゲッ

プ岩見通し線との交点

� 関係地区 東宇和郡明浜町

イ 免許番号 宇共第５２号

� 免許の内容たるべき事項

ａ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

ｂ 漁場の位置 東宇和郡明浜町大字狩浜水越島地先

ｃ 漁場の区域

アを中心として半径５５メートル以内の区域

基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜水越島中央灯台

Ｂ 東宇和郡明浜町大字俵津小大崎大小島南端

点 ア Ａから１８１度の線とＢから２２２度の線との交点

� 関係地区 東宇和郡明浜町

� 区画漁業

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第３種共同漁業 つ き い そ 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇区第
２３１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜窓いそ東側立岩南端標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜ナガレ西側立岩南端標識
点 ア Ａから宇和島市三浦権現山山頂見通し３０メートルの

点
イ Ａから宇和島市三浦権現山山頂見通し１６０メートル
の点
ウ Ｂから宇和島市遊子美地島島頂見通し１８０メートル
の点
エ Ｂから宇和島市遊子美地島島頂見通し５０メートルの
点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜小小谷と畑の浦との境界点

の標識
Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜窓いそ東側立岩南端標識

点 ア Ａから宇和島市三浦権現山山頂見通し１００メートル
の点
イ Ａから宇和島市三浦権現山山頂見通し３００メートル
の点
ウ Ｂから宇和島市三浦権現山山頂見通し１６０メートル
の点
エ Ｂから宇和島市三浦権現山山頂見通し１０メートルの
点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜３の１４６９（明浜漁業協同組

合所有地）東角標識
Ｂ Ａから護岸沿い西へ３０メートルの標識

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜オタビヤ川河口左岸
角見通し５０メートルの点

イ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜オタビヤ川河口右岸
角見通し５０メートルの点

宇区第
２３４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜３の１４６９（明浜漁業協同組

合所有地）北角標識
Ｂ Ａから護岸沿い南へ６０メートルの標識

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜うどの鼻南端見通し
４０メートルの点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜うどの鼻南端見通し
４０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡの地先最大低潮時海岸
線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜３の１４６９（明浜漁業協同組

合所有地）北角標識
Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜３の１４６９（明浜漁業協同組
合所有地）東角から護岸沿い東へ３０メートルの標識
Ｃ 東宇和郡明浜町大字狩浜本浦川河口左岸端から護岸
沿い北へ２０メートルの標識

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜狩浜郵便局西端見通
し線
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜門の脇集会所西端見
通し線
ウ Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜だけの鼻見通し線と
Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜門の脇集会所西端見通
し線との交点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜２の２１０４の２の標識

Ｂ Ａから護岸沿い西へ３０メートルの標識
点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜水越島灯台見通し４０

メートルの点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜水越島灯台見通し３０
メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３７号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線ＡＢ間の最大低潮時海岸線とによ
って囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜２の１２９５（佐藤宏二所有地

）前護岸東端付根
Ｂ Ａから護岸沿い西端付根

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜水越島灯台見通し３０
メートルの点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜狩浜水越島灯台見通
し３０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３８号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から
１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜仏崎東角標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜１の２１５（明浜漁業協同組
合所有地）東角標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大良鼻見通し２００メートルの
点
イ Ｂから北宇和郡吉田町大字奥浦間口見通し２５０メー
トルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２３９号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から
１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜仏崎東角標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜間口南西角標識
点 ア Ａから北宇和郡吉田町大良鼻見通し２００メートルの

点
イ Ｂから北宇和郡吉田町大字奥浦間口見通し２００メー
トルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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宇区第
２４０号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字渡江地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字渡江ぎおん鼻標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字渡江古網代鼻新田９０の２西角標
識

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字渡江新田西角見通し２０メ
ートルの点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字渡江だけの鼻北西角見通
し３０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２４１号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字俵津地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から
１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字俵津根崎鼻東角標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字俵津酒井新田中央溝西端角標識
点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字俵津小網代狸穴見通し１０

０メートルの点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北角見
通し３９０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２４２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字俵津地
先

Ｄア、アイ、イウ、ウエ及びエＥの５直線とＤＥ間の最大低潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字俵津３の２２の５標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字俵津宮崎川河口右岸端標識
Ｃ 東宇和郡明浜町大字俵津９の１６２の１０の標識
Ｄ 東宇和郡明浜町大字俵津９の１６９の２防波堤北側付
根
Ｅ 東宇和郡明浜町大字俵津酒井新田中央溝西角標識か
ら東へ１０メートルの標識

点 ア ＢからＤ見通し線とＣから東宇和郡明浜町大字俵津
東川河口右岸端見通し線との交点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北側付
根見通し線とＣから東宇和郡明浜町大字俵津東川河口
右岸端見通し線との交点
ウ Ａから北宇和郡吉田町丸石見通し線とＢから東宇和
郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北側付根見通し線との
交点
エ Ａから北宇和郡吉田町丸石見通し線とＥから東宇和
郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北側付根見通し線との
交点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２４３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字俵津地
先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって囲ま
れた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字俵津３の２２の５標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字俵津３の１４６の１前防波堤西側
突端
Ｃ 東宇和郡明浜町大字俵津宮崎川河口右岸端標識

点 ア Ｃから東宇和郡明浜町大字俵津９の１６９の２防波堤
北側付根見通し３０メートルの点

イ Ｃから東宇和郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北側付
根見通し３５メートルの点

ウ Ｂから１９２度５０分９６メートルの点
エ Ａから北宇和郡吉田町丸石見通し９５メートルの点
オ Ａから北宇和郡吉田町丸石見通し３００メートルの点
カ Ｃから東宇和郡明浜町大字俵津９の１６９の２防波堤
北側付根見通し９０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２４４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字俵津地
先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から
２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字俵津２の８９１の１（毛利喬所有

地）の南角標識
Ｂ 東宇和郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北側付根

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字俵津９の１６２の１０（藤本
雅男所有地）の南東角見通し１００メートルの点
イ Ｂから東宇和郡明浜町大字俵津楠ヶ浦県道堀切見通
し１５０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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� 特定区画漁業

宇区第
２４５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字俵津地
先

ＡＢ、ＢＣ、Ｃア、アイ、イウ及びウＤの６直線とＡＤ間の最
大低潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字俵津ニベ網代南端標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字俵津大小島南西部標識
Ｃ 東宇和郡明浜町と北宇和郡吉田町との最大高潮時海
岸線における境界（長持岩）
Ｄ 東宇和郡明浜町大字俵津城ヶ鼻防波堤北側付根

点 ア Ｃから北宇和郡吉田町小松鼻見通し６００メートルの
点
イ Ｃから２３０度８８０メートルの点
ウ Ｄから東宇和郡明浜町大字俵津楠ヶ浦県道掘切見通
し１５０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

宇区第
２４６号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜水
越島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜水越島中央
点 ア Ａから３３４度見通し線１１０メートルの点
イ Ａから２８４度見通し線４８５メートルの点
ウ Ａから２５９度見通し線４８５メートルの点
エ Ａから２０６度見通し線１１０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２及
び４のと
おり

別記
１ 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなければならない。
２ 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
３ 操業にあたっては水底電線に支障を及ぼしてはならない。
４ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従わなければならない。

免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

宇特区
第３７５
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字田之浜
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字田之浜西防波堤（旧防波堤）北

側付根から１５０メートルの標識
Ｂ 東宇和郡明浜町大字田之浜西の国道電話線電柱タノ
ハマ１４０１

点 ア Ａから宇和島市遊子高島西角見通し１００メートルの
点
イ Ａから宇和島市遊子高島西角見通し２５０メートルの
点
ウ Ｂから宇和島市遊子津之浦東端見通し２５０メートル
の点
エ Ｂから宇和島市遊子津之浦東端見通し１００メートル
の点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

宇特区
第３７６
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字田之浜
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字田之浜東突西側堤付根

Ｂ 東宇和郡明浜町大字田之浜中防波堤東側付根
点 ア Ａから２１２度３０メートルの点
イ Ａから２１２度１６０メートルの点
ウ Ｂから２００度１６０メートルの点
エ Ｂから２００度５０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

宇特区
第３７７
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字宮野浦
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字宮野浦旧藤堂石灰前桟橋より護

岸沿い北へ３０メートルの標識
Ｂ 東宇和郡明浜町大字宮野浦旧藤堂石灰前桟橋より護
岸沿い南へ５０メートルの標識

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜水越島灯台見通し５０
メートルの点
イ Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜水越島灯台見通２４０
メートルとの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町貝の浦赤崎鼻見通し２１０メー
トルの点
エ Ｂから北宇和郡吉田町貝の浦赤崎鼻見通し２０メート
ルの点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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宇特区
第３７８
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字宮野浦
地先

アイ、イウ、ウエ及びアエの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字宮野浦１２２４番地（旧造船所）西

側護岸から西へ５０メートルの標識
Ｂ Ａから西へ２２５メートルの標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町大字奥浦間口見通し最大低潮
時海岸線より３０メートルの点

イ Ａから北宇和郡吉田町大字奥浦間口見通し１７０メー
トルの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町大字奥浦大良鼻見通し１７０メ
ートルの点
エ Ｂから北宇和郡吉田町大字奥浦大良鼻見通し最大低
潮時海岸線より３０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

宇特区
第３７９
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字高山地
先

アイ、イウ、ウエ及びアエの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字高山小僧都の国道電力電柱タカ

ヤマ２１０
Ｂ 東宇和郡明浜町大字高山小僧都の国道電力電柱タカ
ヤマ２０９

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字宮野浦子持ち岩見通し最
大低潮時海岸線から１０メートルの点

イ Ａから東宇和郡明浜町大字宮野浦子持ち岩見通し線
１７０メートルの点
ウ Ｂから東宇和郡明浜町大字宮野浦１２２４番地（旧造船
所）見通し１７０メートルの点
エ Ｂから東宇和郡明浜町大字宮野浦１２２４番地（旧造船
所）見通し最大低潮時海岸線から１０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

宇特区
第３８０
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜越ノ浦護岸西角標識

Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜越ノ浦鼻から西へ１００メー
トルの標識

点 ア Ａから北宇和郡吉田町ふくごんじ見通し１００メート
ルの点
イ Ａから北宇和郡吉田町ふくごんじ見通し３３０メート
ルの点
ウ Ｂから北宇和郡吉田町ふくごんじ見通し２８０メート
ルの点
エ Ｂから北宇和郡吉田町ふくごんじ見通し５０メートル
の点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

宇特区
第３８１
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字狩浜地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大低潮時海岸
線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字狩浜すの崎防波堤北側付根から

北へ５０メートルの標識
Ｂ 東宇和郡明浜町大字狩浜３の１４６９（明浜漁業協同組
合所有地）東角から護岸沿い東へ５０メートルの標識
Ｃ 東宇和郡明浜町大字狩浜すの崎旧防波堤北側付根か
ら東へ１５０メートルの標識
Ｄ 東宇和郡明浜町大字狩浜本浦川河口南角

点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字狩浜うどの鼻西角見通し
線と東宇和郡明浜町狩浜不動岬東角見通し線との交点
イ Ｃから東宇和郡明浜町大字狩浜不動崎見通し線とＤ
から東宇和郡明浜町大字狩浜島の元南端見通し線との
交点
ウ Ｂから東宇和郡明浜町大字狩浜門の脇集会所西端見
通し線とＤから東宇和郡明浜町大字狩浜島の元南端見
通し線との点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

宇特区
第３８２
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字渡江地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字渡江だけの鼻東南角

Ｂ 東宇和郡明浜町大字渡江うどの鼻北西角
点 ア Ａから東宇和郡明浜町大字渡江根崎鼻南角見通し３０

メートルの点
イ Ａから東宇和郡明浜町大字渡江根崎鼻南角見通し線
１９０メートルの点
ウ Ｂから５３度２３０メートルの点
エ Ｂから５３度７０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり
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２ 免許予定日

平成１６年４月１日

３ 申請期間

平成１６年２月１７日から３月１５日まで

４ 存続期間

� 共同漁業

平成１６年４月１日から平成２６年３月３１日まで

� 区画漁業

平成１６年４月１日から平成２６年３月３１日まで

� 特定区画漁業

平成１６年４月１日から平成２１年３月３１日まで

�愛媛県告示第３１０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宇特区
第３８３
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

東宇和郡明浜
町大字渡江地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東宇和郡明浜町大字渡江うどの鼻北西角

Ｂ 東宇和郡明浜町大字渡江間口北側臨海道路終点より
北６０メートルの標識

点 ア Ａから５３度７０メートルの点
イ Ａから５３度２４５メートルの点
ウ Ｂから東宇和郡明浜町大字渡江５９の１作業場見通し
２０５メートルの点
エ Ｂから東宇和郡明浜町大字渡江５９の１作業場見通し
３０メートルの点

東宇和郡
明浜町

別記２の
とおり

別記
１ 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなければならない。
２ 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
３ 操業にあたっては水底電線に支障をおよぼしてはならない。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－１４）
第５１２８号

平成１４年
８月１日 �岸本設計工務 岸本幸一郎 松山市北井門町１１－１ 平成１６年

１月７日 管工事業 建設業の一部廃
止

（般－１３）第１４９２１号 平成１４年
２月４日 高電� 高橋 晃司 新居浜市新田町１－２

－３４
平成１６年
１月１５日

電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１０２３２号 平成１３年
７月２９日 �ムツミ 松本 邦彦 北条市辻１６０－１ 平成１６年

１月１９日 建築工事業 建設業の一部廃
止

（般－１２）第９０４８号 平成１３年
２月２５日 �旭建設 森田 貞夫 東予市周布２１８９ 平成１６年

１月１９日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１１４００号 平成１４年
１月２８日 赤石建設� 藤原 啓治 越智郡上浦町大字井口

２８００
平成１６年
１月２０日 造園工事業 建設業の一部廃

止

（般－１２）第５５８７号 平成１２年
９月１８日 �大地建設 小山喜美男 松山市久保田町２０－１３ 平成１６年１月２０日 管工事業 建設業の一部廃

止

（般－１３）第６４４０号 平成１３年
１０月１８日 富士興業� 梶谷 宰平 新居浜市磯浦町１３－２ 平成１６年

１月２１日 建築工事業 建設業の一部廃
止

（般－１３）第１３３９４号 平成１３年
５月２０日 �アローテクノ愛媛 忠内 伸安 松山市北土居町５１３ 平成１６年

１月２６日 管工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１１１１１号 平成１３年
２月２１日 弘進建設 尾上 弘 松山市古川北３－９－

６
平成１６年
１月２７日

土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１１３７８号 平成１４年
１月１１日 今井土木建設 今井 克志 周桑郡小松町明穂甲６１

８
平成１６年
１月２９日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３５２８号 平成１３年
９月５日 �西原建築設計 西原 伸介 松山市樽味２－６－２０ 平成１６年１月３０日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号

１５２



�愛媛県告示第３１１号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定に

より、次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（伊予インター関連・愛媛県伊予

市下吾川字馬塚地内から同県伊予郡松前町大字筒井字竹垂

木地内まで）及びこれに伴う農業用水路付替工事並びにこ

れらに伴う附帯工事

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県伊予郡松前町大字南黒田字一ノ宮及び字畑田、

大字北黒田字粟津、字唐崎及び字石山、大字浜字萱田、

大字東古泉字茂賀利田及び字壱町地並びに大字筒井字外

側及び字竹垂木地内

� 使用の手続が開始される土地

愛媛県伊予郡松前町大字南黒田字一ノ宮及び字畑田、

大字北黒田字粟津、字唐崎及び字石山、大字浜字萱田、

大字東古泉字茂賀利田及び字壱町地並びに大字筒井字外

側及び字竹垂木地内

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県伊予郡松前町役場

�������
�愛媛県告示第３１２号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、今治地方局建設部及び弓削町役場において告示の日から起

算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

弓削町

越智郡弓削町下弓削２１０番地

代表者 弓削町長 木下良一

越智郡弓削町太田１０１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町上弓削３６６番地先の公有水面

� ２工区

越智郡弓削町上弓削３６１番から同１９０９番までの地

先公有水面

イ 区域

� １工区

次の１点から４点までを順次直線で結んだ線並び

に４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋３．８４メートル）における陸と公有水面との

境界線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町上弓削１９０４番１地先の護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３４度１６分４１秒、東経１

３３度１２分３７秒の地点

１点は、基点から真北２０５度３８分４６秒１８０．０６メー

トルの地点

２点は、１点から真北３２０度４０分１１秒１６．６０メー

トルの地点

３点は、２点から真北５０度４０分１１秒１９．３８メート

ルの地点

４点は、３点から真北１５６度０８分１０秒１９．４８メー

トルの地点

� ２工区

次の５点から１６点までを順次直線で結んだ線並び

に１６点と５点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋３．８４メートル）における陸と公有水面との

境界線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町上弓削１９０４番１地先の護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３４度１６分４１秒、東経１

３３度１２分３７秒の地点

５点は、基点から真北１８４度５９分２４秒１９７．２６メー

トルの地点

６点は、５点から真北３４８度３５分４９秒６．６７メート

ルの地点

７点は、６点から真北３０９度３３分４５秒１３．３８メー

トルの地点

８点は、７点から真北１６度１１分１４秒１２．９０メート

ルの地点

９点は、８点から真北１０６度１１分１４秒４．５０メート

ルの地点

１０点は、９点から真北１６度１１分１４秒５．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２８６度１１分１４秒４．５０メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北１６度１１分１４秒３１．００メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１０６度１１分１４秒１．００メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北１６度１１分１４秒４．３０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２８６度１１分１４秒１．００メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北１６度１１分１４秒１１．４７メート

ルの地点

ウ 面積

１工区 ２９９．７５平方メートル

２工区 ４，４９６．００平方メートル

合 計 ４，７９５．７５平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

� １工区

越智郡弓削町上弓削３６６番地先の公有水面及び陸

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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公 告

域

� ２工区

越智郡弓削町上弓削３６６番から同１９０９番までの地

先公有水面及び陸域

イ 区域

� １工区

次のＡ点からＥ点までを順次直線で結んだ線並び

にＥ点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町上弓削１９０４番１地先の護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３４度１６分４１秒、東経１

３３度１２分３７秒の地点

Ａ点は、基点から真北２１１度１９分０６秒１４５．８４メー

トルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１５６度００分０９秒３４．４６メー

トルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２３８度４３分１７秒４６．３４メー

トルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３２０度４０分１１秒６６．７４メー

トルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北５０度４０分１１秒５５．００メート

ルの地点

� ２工区

次のＦ点からＴ点までを順次直線で結んだ線並び

にＴ点とＦ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（越智郡弓削町上弓削１９０４番１地先の護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３４度１６分４１秒、東経１

３３度１２分３７秒の地点

Ｆ点は、基点から真北１８４度１３分２２秒１０７．２２メー

トルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北９９度３３分４２秒２５．８７メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１３３度３９分３８秒１５．０８メー

トルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１９０度２８分１７秒１０．００メー

トルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北１０７度１４分１６秒１３．８５メー

トルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１９６度３３分３２秒１４．８２メー

トルの地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北１０９度２３分０６秒８．５１メート

ルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２０４度１６分４０秒２９．７２メー

トルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北２０５度５３分５０秒２４．３８メー

トルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北２２１度２９分２９秒１１．１９メー

トルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北２５８度２２分３５秒１７．２８メー

トルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北３１８度２０分３４秒３９．２８メー

トルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北３０８度５５分３３秒３９．５９メー

トルの地点

Ｓ点は、Ｒ点から真北３３６度００分０９秒２０．９１メー

トルの地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北１６度１１分１４秒４８．９２メート

ルの地点

ウ 面積

１工区 ３，７２７．５８平方メートル

２工区 ８，３９３．１６平方メートル

合 計 １２，１２０．７４平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１６年１月２８日

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理業務の委託

� 委託業務名及び数量

庁内ＬＡＮシステム運用管理業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

�愛媛県告示第３１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局建（開）第２９号

平成１６年２月４日
西条市坂元字本郷下組３６９番３

西条市野々市５６番地の１２
藤 原 光 男

愛 媛 県 報平成１６年２月１７日 第１５３３号
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知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１５

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理業

務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者である

こと。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営

係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２９日（月）午前１１時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２９日（月）午前１１時

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operation management service for Administrative
Affairs Local Area Network，１ set

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，２９March２００４
� For further information，please contact：
Network Management Section，Information Policy
Division，Administrative Subdepartment，Planning
and Information Department，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２８９

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理・保守業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛情報スーパーハイウェイネットワークシステム運

用管理・保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１５

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の
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４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理・

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅

速に履行し得る体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営

係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２９日（月）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に揚げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２９日（月）午後２時

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operation management and maintenance service
for Ehime Information Super Highway Network
System，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２９March２００４
� For further information，please contact：
Network Management Section，Information Policy
Division，Administrative Subdepartment，Planning
and Information Department，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２８９
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理・保守業務の委託

� 委託業務名及び数量

教育情報通信ネットワークシステム運用管理・保守業

務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１４

年度及び平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理・

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅

速に履行し得る体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県教育委員会事務局教育総務課調整管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
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公営企業公告

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ２９２１

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２９日（月）午前１１時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２９日（月）午前１１時

愛媛県庁第一別館９階教育委員会会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operation management and maintenance service for
Educational Information and Communication Network
System，１set

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，２９March２００４
� For further information，please contact：Coordination
and Administration Section，Education General Affairs
Division，Board of Education，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext２９２１

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１７日

愛媛県立中央病院長

藤 井 靖 久

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務の委託

� 委託業務名及び予定数量

愛媛県立中央病院感染性廃棄物処理業務

約３，５００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること

。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１４

年度及び平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

１３７号）の規定に基づき特別管理産業廃棄物の収集及び

運搬並びに処分の許可を受けていること。ただし、特別

管理産業廃棄物の処分の許可を受けている他の業者が作

成した特別管理産業廃棄物の処分引受書で入札説明書で

規定する要件に該当するものを提出している者にあって

は、特別管理産業廃棄物の収集及び運搬の許可を受けて

いれば足りる。

� 委託業務と同程度の感染性廃棄物処理業務の実績を有

し、委託業務について、適切かつ迅速に履行し得る体制

が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２９日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間
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平成１６年２月１７日（火）から３月２６日（金）までの

執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までをいう

。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２９日（月）午後１時３０分

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し

説明を求められた場合は、これに応じなければならない

。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断し

た入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の

規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最

低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする

。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Disposal of Infectious Waste for Ehime Prefectural
Central Hospital，approximately３，５００，０００�

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２９March２００４
� For further information，please contact：Accounting
Section，General Affairs Division，Secretariat，Ehime
Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，
Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan
TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１７日

愛媛県立中央病院長

藤 井 靖 久

１ 入札に付する事項

� 件名

清掃業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県立中央病院清掃業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県立中央病院及び愛媛県立中央病院東洋医学研究

所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１５

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認めめられた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の清掃業務の実績を有し、委託業務

について、適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されて

いることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成１６年３月２９日（月）午後３時

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成１６年２月１７日（火）から３月２６日（金）までの

執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までをいう

。）
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イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年３月２９日（月）午後３時

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し

説明を求められた場合は、これに応じなければならない

。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断し

た入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の

規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最

低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする

。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Cleaning Services for Ehime Prefectural Central
Hospital，１set

� Time limit of tender：３：００ p．m．，２９March２００４
� For further information，please contact：Accounting
Section，General Affairs Division，Secretariat，Ehime
Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，
Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan
TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年２月１７日

愛媛県立中央病院長

藤 井 靖 久

１ 入札に付する事項

� 件名

重油の購入

� 購入物品名及び予定数量

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）

第１回目：約７５０，０００リットル

第２回目：約８００，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

第１回目：平成１６年４月１日から９月３０日まで

第２回目：平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日ま

で

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること

。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油・燃料類」について

第１回目の入札にあっては平成１５年度の、第２回目の入札

にあっては平成１６年度及び平成１７年度の製造の請負等に係

る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者

で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期間中に確実に納入できる体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

第１回目：平成１６年３月２９日（月）午後４時

第２回目：平成１６年９月２７日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

第１回目：平成１６年２月１７日（火）から３月２６日（

金）までの執務時間中（月曜日から金曜日

まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までをい

う。以下同じ。）
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任 免 辞 令

第２回目：平成１６年８月１１日（水）から９月２４日（

金）までの執務時間中

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

第１回目：平成１６年３月２９日（月）午後４時

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議

室

第２回目：平成１６年９月２７日（月）午後１時３０分

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議

室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し

説明を求められた場合は、これに応じなければならない

。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立中央病

院長が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規

程第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Heavy Oil（JIS K２２０５ class １ �２）
１st contract：approximately７５０，０００�
２nd contract：approximately８００，０００�
� Time limit of tender：
１st contract：４：００ p．m．，２９March２００４
２nd contract：１：３０ p．m．，２７ September２００４
� For further information，please contact： Accounting
Section，General Affairs Division，Secretariat，Ehime

Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，
Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan
TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�任免辞令
１月１９日

技術主任 河 野 寛

死亡
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